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〇
経
済
産
業
省
告
示
第
二
十
五
号 

輸
出
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
別
表
第
二
の
二
一
の
二
の
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七

年
経
済
産
業
省
告
示
第
三
百
三
十
四
号
（
輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
二
の
二
一
の
二
の
項
の
規
定
に
基
づ
く
経
済
産
業
大
臣
が

告
示
で
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

赤
澤 

亮
正 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 
後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
二
の
二
一
の
二
の
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
放
射
性
同
位
元

素
は
、
密
封
さ
れ
た
特
定
放
射
性
同
位
元
素
（
放
射
性
同
位

元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
放
射
性
同
位

輸
出
貿
易
管
理
令
別
表
第
二
の
二
一
の
二
の
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
経
済
産
業
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
放
射
性
同
位
元

素
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

  



 

2 

元
素
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
一
の
放
射
性
輸

送
物
（
放
射
性
同
位
元
素
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
を
い
う
。
）
に
含
ま

れ
て
い
る
当
該
特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
数
量
が
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る

数
量
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

一 

特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
一
種
類
の
場
合 

特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
数
量
を
定
め
る
告
示
（
平
成

三
十
年
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
十
号
）
別
表
第
一

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
第
二
欄

に
掲
げ
る
数
量
に
十
を
乗
じ
て
得
た
数
量 

二 

特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
二
種
類
以
上
の
場

      

 

一 

数
量
が
三
百
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
も
の
（
密
封
さ

れ
た
も
の
に
限
る
。
） 

 

  
二 
数
量
が
百
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
上
三
百
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル



 

3 

合 

特
定
放
射
性
同
位
元
素
の
数
量
を
定
め
る
告
示
別

表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
種
類
ご
と
の
特
定
放
射
性

同
位
元
素
の
数
量
を
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ

る
数
量
で
除
し
て
得
た
値
の
和
が
十
と
な
る
よ
う
な
そ

れ
ら
の
数
量 

未
満
の
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
装
備
さ
れ

て
い
る
も
の 

イ 

透
過
写
真
撮
影
用
ガ
ン
マ
線
照
射
装
置 

ロ 

近
接
照
射
治
療
装
置 

 
 

附 

則 

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 




